
介
護
保
険
制
度
の
変
更

　

介
護
保
険
料　

要
介
護
・
要
支
援
認

定
者
や
介
護
給
付
費
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
30
年
度
か
ら
平

成
32
年
度
ま
で
の
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
）
の
基
準
月
額
が
、

５
４
０
０
円
に
変
わ
り
ま
し
た

　

利
用
者
負
担
割
合　

平
成
30
年
８
月

１
日
か
ら
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

２
２
０
万
円
以
上
で
、
年
金
収
入
と
そ

の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身

世
帯
で
３
４
０
万
円
以
上
、
ま
た
は
２

人
以
上
世
帯
で
４
６
３
万
円
以
上
の
人

は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の
自

己
負
担
が
３
割
に
変
わ
り
ま
す

　

問
い
合
わ
せ　

長
寿
介
護
課
介
護
保

険
係
（
☎
92
８
３
６
９
）

ナ
ツ
ツ
バ
キ
の
観
察

　

鬼
城
山
周
辺
で
、
ナ
ツ
ツ
バ
キ
な
ど

を
観
察
し
な
が
ら
自
然
に
親
し
み
ま

す
。

　

日
時　

７
月
７
日
㈯
、
午
前
９
時
30

分
か
ら
正
午
ま
で
。
雨
天
の
場
合
は
８

日
㈰
に
順
延

　

定
員　

30
人
（
定
員
に
な
り
次
第
、

締
め
切
り
）

　

持
参
品　

飲
み
物
、
タ
オ
ル

　

申
込
開
始
日　

７
月
２
日
㈪

　

そ
の
他　

午
前
９
時
30
分
ま
で
に
、

歩
き
や
す
い
服
装
で
鬼
城
山
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
に
集
合

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

環
境
課
環

境
係
（
☎
92
８
３
３
９
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養

成

講

座

　

認
知
症
を
理
解

し
、
認
知
症
の
人

や
、
そ
の
家
族
を

見
守
る
「
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
」
養

成
講
座
を
開
催
し

ま
す
。

　

日
時　

７
月
11

日
㈬
、
８
月
９
日
㈭
。
い
ず
れ
も
、
午

前
10
時
か
ら
11
時
30
分
ま
で
と
、
午
後

１
時
30
分
か
ら
３
時
ま
で

　

場
所　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

　

定
員　

各
35
人
（
定
員
に
な
り
次
第
、

締
め
切
り
）

　

持
参
品　

筆
記
用
具

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

長
寿
介
護

課
地
域
ケ
ア
推
進
係
（
☎
92

８
３
７
３
）

カ
ヌ
ー
で
遊
ぼ
う

　

日
時　

７
月
14
日
㈯
、
午
前
10
時
か

ら
正
午
ま
で

　

場
所　

そ
う
じ
ゃ
水
辺
の
楽
校

　

対
象
・
定
員　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
誰
で
も
可
。

30
人
（
定
員

に
な
り
次
第
、

締
め
切
り
）

　

参
加
費　

子

ど

も

５
０
０
円
（
小

学
生
以
上
）、

高
校
生
以
上

１
０
０
０
円

　

申
込
方
法　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
年
齢
、「
カ
ヌ
ー
で
遊
ぼ
う
希
望
」

と
書
い
て
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
申
し
込
む

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

そ
う
じ
ゃ

水
辺
の
楽
校
（
☎
０
８
０
―
１
９
２
１

―
８
２
２
３
、
Fax
94
０
１
８
０
）

計
量
器
の
定
期
検
査

　

計
量
器
（
は
か
り
）
の
定
期
検
査
を
、

左
の
表
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
。
取
引

や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器
の
所
有
者

は
、
最
寄
り
の
場
所
で
検
査
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　

出
荷
時
に
農
協
な
ど
で
再
計
量
を
受

け
る
も
の
は
、
任
意
検
査
で
す
。
検
査

日
に
受
検
で
き
な
い
場
合
は
、
岡
山
県

計
量
協
会
で
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　

企
業
誘
致
商
工
振
興

課
（
☎
92
８
２
７
６
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
と

納
付
猶
予
の
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
に
は
免
除
と
猶
予

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
保
険
料
免
除
制
度　

所
得
が
少
な
く

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す

　

免
除
の
種
類
と
免
除
が
承
認
さ
れ
た

場
合
の
納
付
額

▼
全
額
免
除　

０
円

▼
４
分
の
３
免
除　

４
０
９
０
円

▼
２
分
の
１
免
除　

８
１
７
０
円

▼
４
分
の
１
免
除　

１
万
２
２
６
０
円

※
免
除
の
期
間
は
、
年
金
を
受
給
す
る

た
め
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す

が
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
と
比

べ
、
老
齢
年
金
受
給
額
が
減
額
さ
れ
ま

す
　

注
意
事
項　

免
除
が
承
認
さ
れ
た
場

合
の
保
険
料
を
納
め
忘
れ
る
と
未
納
扱

い
と
な
り
ま
す
。
免
除
を
受
け
た
期
間

が
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
「
追
納
」
を
す

る
こ
と
が
で
き
、
老
後
の
年
金
を
満
額

に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
承
認
さ
れ
た
年
度
か
ら
２
年
を
経

過
し
た
場
合
、
納
め
る
保
険
料
に
加
算

金
が
つ
き
ま
す

●
納
付
猶
予
制
度　

50
歳
未
満
で
所
得

が
少
な
い
人
が
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
後
払

い
に
で
き
ま
す

　

注
意
事
項　

納
付
猶
予
期
間
は
年
金

額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
老
後
の
年
金

を
増
額
す
る
に
は
、
追
納
が
必
要
に
な

り
ま
す

■
免
除
や
猶
予
の
手
続
き　

免
除
や
、

納
付
猶
予
の
承
認
期
間
は
、
７
月
か
ら

翌
年
６
月
ま
で
で
す
。
原
則
と
し
て
毎

年
申
請
が
必
要
で
す
。
７
月
か
ら
平
成

31
年
６
月
ま
で
の
免
除
、
納
付
猶
予
の

申
請
受
付
開
始
日
は
、
７
月
２
日
㈪
で

す
　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
医
療

課
保
険
年
金
係
（
☎
92
８
２
５
７
）

住
宅
用
ス
マ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
に
補
助
金

　

条
件　

市
内
に
自
ら
居
住
す
る
戸
建

住
宅
の
新
築
や
改
修
な
ど
を
し
、
条
件

に
よ
り
２
か
ら
３
台
以
上
の
対
象
機
器

を
平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
設
置
完

了
し
た
人

　

対
象
機
器　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
、太
陽
熱
温
水
器
、高
性
能
建
材
（
ガ

ラ
ス
・
窓
・
断
熱
材
）、
家
庭
用
リ
チ

ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
シ
ス
テ
ム
、
エ
ネ
フ

ァ
ー
ム
、
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
器
具
、
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
、
電
気
自
動
車
な

ど
Ｖ
２
Ｈ
充
電
設
備

　

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
３
分

の
１
以
内
の
額
。
交
付
限
度
額
は
、
条

件
に
よ
り
15
万
円
か
10
万
円

　

申
請
開
始
日　

８
月
１
日
㈬

　

そ
の
他　

申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど

の
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.city.soja.okayam

a.jp/

）
か
ら

確
認
で
き
ま
す
。
申
請
が
多
数
の
場
合

は
、
補
助
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す

　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

環
境
課
環

境
係
（
☎
92
８
３
３
９
）

郵

送

型

健

診

ス
マ
ホ
　

ド
ッ
ク

　

自
宅
で
手
軽
に
血
液
検
査
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
、
検
査
結
果
が
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き

ま
す
。

　

対
象　

20
歳
か
ら
39
歳
ま
で
の
総
社

市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

　

検
査
項
目　

脂
質
、
血
糖
、
肝
機
能
、

栄
養
状
態
、
痛
風
、
腎
機
能

　

個
人
負
担　

５
０
０
円

　

申
込
期
間　

７
月
下
旬
か
ら
平
成
31

年
１
月
31
日
㈭
ま
で

　

そ
の
他　

対
象
者
に
は
案
内
文
を
送

付
し
ま
す
。
歩
得
健
康
商
品
券
事
業
の

参
加
者
は
「
健
診
受
け
た
よ
ポ
イ
ン
ト
」

を
獲
得
で
き
ま
す

　

問
い
合
わ
せ　

健
康
医
療
課
健
康
増

進
係
（
☎
92
８
２
５
９
）

今月
の
納税

固定資産税・都市計画税（第 2期）、国民健康保険税（第 2期）　納期限 7月 31 日㈫
市税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
　問い合わせ　税務課納税係（☎92 8239）

総社市役所
〒719－1192

総社市中央一丁目 1番 1号
☎ 0866－92－8200

お知らせ　ＩＮＦＯRＭＡＴＩＯＮ

く
ら
し

募

集

日　程 時　間 場　所

7月 12 日㈭
10:30 ～ 12:00  昭和公民館

13:30 ～ 15:00  北出張所

7月 13 日㈮
10:30 ～ 12:00  西公民館

13:30 ～ 15:00   東公民館

7月 17 日㈫
10:30 ～ 12:00  清音公民館別館

13:30 ～ 15:00   山手公民館

7月 18 日㈬～
7月 20 日㈮

10:30 ～ 12:00 
 西庁舎南側

13:30 ～ 15:00  

段階 対象者 保険料率 保険料年額

第１

生活保護受給者。老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民
税非課税の人。世帯全員が住民税非課税の人で、前年の
合計所得金額（公的年金等に係る所得を除く）と課税年
金収入金額の合計が 80 万円以下の人 

0.45 29,200 円

第 2
世帯全員が住民税非課税の人で、前年の合計所得金額（公
的年金等に係る所得を除く）と課税年金収入金額の合計
が 80 万円を超え 120 万円以下の人

0.70 45,300 円

第 3
世帯全員が住民税非課税の人で、第１・第２段階に該当
しない人 0.75 48,600 円

第 4
世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で前
年の合計所得金額（公的年金等に係る所得を除く ) と、課
税年金収入金額の合計が 80 万円以下の人

0.90 58,300 円

第 5
世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で第４
段階に該当しない人 1.00

64,800 円
（基準額）

第 6
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未
満の人 1.20 77,700 円

第 7
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以
上 200 万円未満の人 1.30 84,200 円

第 8 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円
以上 300 万円未満の人 1.50 97,200 円

第 9 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円
以上 450 万円未満の人 1.70 110,100 円

第 10 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 450 万円
以上の人 1.90 123,100 円
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